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Tagment による観光情報発信事業

　竹原市の観光情報（食べる・泊まる・遊ぶ等）を

調べる観光客をターゲットに、ウェブサイト上での

キャラクターとの対話により、ユーザーの好みや

ニーズに合った情報を提供するシステム「Tagment

（タグメント）による観光情報を発信します。

公共無料 Wi-Fi 事業

　大久野島と町並み

保存地区を結ぶ主要

ポイントで公共無料

Wi-Fi サービス

（HiroshimaFree Wi-Fi)

を開始します。

○機器設置箇所

　忠海港・ふれあい

ステーション忠海・

竹原駅前観光案内処

・町並み保存センター

○対応言語

　７言語（英語・中国語〔簡体字〕・

中国語〔繁体字〕・韓国語・フランス語・

タイ語・日本語）

　市内38団体のウェブサイト上にキャラクターが登

場し、ユーザーの知りたい観光情報をご案内します。

※「かぐやパンダ」（竹原市障害者自立支援協議会

　キャラクター）または「ももねこ様」（アニメ「た

　まゆら」キャラクター）がウェブ上の案内人とな

　ります。

問い合わせ
　産業振興課観光振興係
　☎ 22-7745、

第
95
回
全
国
高
等
学
校
ラ
グ
ビ
ー

フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
大
会

（
12
月
27
日
～
１
月
11
日　

大
阪
府
他
）

　

長
野　

成
貴
（
尾
道
高
等
学
校
）

第
23
回
全
国
ク
ラ
ブ
ラ
グ
ビ
ー
フ
ッ

ト
ボ
ー
ル
大
会

（
１
月
10
日
～
２
月
21
日　

福
岡
県
他
）

　

中
山　

巧
己
（
Ｒ
Ｋ
Ｕ
ラ
グ
ビ
ー

　

龍
ヶ
崎
・
ド
ラ
ゴ
ン
ズ
）

Ｊ
Ｂ
Ｃ
会
長
杯　

第
31
回
全
日
本
年

代
別
ボ
ウ
リ
ン
グ
選
手
権
大
会

（
２
月
12
日
～
14
日　

福
岡
県
）

　

松
田　

弘
之
（
港
町
）

祝 

全
国
大
会
出
場
（
敬
称
略
・
順
不
同
）

　

市
で
は
、
県
大
会
規
模
の
予
選
会
を
経
て
全
国
大
会
に
出
場
す
る
人
に
参

加
経
費
の
一
部
を
激
励
金
と
し
て
助
成
す
る
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　

文
化
生
涯
学
習
室　
　

☎
22-

７
７
５
７

第
30
回
デ
ン
ソ
ー
カ
ッ
プ
チ
ャ
レ
ン

ジ
サ
ッ
カ
ー
宮
崎
大
会

（
３
月
４
日
～
６
日　

宮
崎
県
）

　

越
智　

拓
巳
（
福
山
大
学
）

第
67
回
全
国
高
等
学
校
相
撲
選
抜
大
会

（
３
月
19
日
～
20
日　

高
知
県
）

個
人
戦
80
㎏
未
満
級

個
人
戦
無
差
別
級

　

大
川　

雄
士
（
近
大
付
属
広
島
高

　

等
学
校
東
広
島
校
）

団
体
戦

　

奥
田　

瑛
弘
、
花
岡　

功
一

　

（
竹
原
高
等
学
校
）

Tagment による観光情報発信事業
公共無料Wi-Fi 事業を開始します

ひろフリ

自治体として
全国初！

供用開始　３月 25日（金）

Ｊ
Ｒ
忠
海
駅
の
窓
口
で
の
切
符
販
売
に
つ
い
て
の
お
知
ら
せ

　

Ｊ
Ｒ
忠
海
駅
の
窓
口
で
の
切
符
販

売
は
、
３
月
31
日
を
も
ち
ま
し
て
終

了
と
な
る
予
定
で
す
。

　

４
月
１
日
以
降
に
Ｊ
Ｒ
忠
海
駅
で

切
符
を
お
買
い
求
め
の
際
は
、
自
動

券
売
機
の
み
と
な
る
こ
と
に
つ
い

て
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　

企
画
政
策
課

　

☎
22-

０
９
４
２
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平成 28年４月から介護予防・日常生活支援総合事業が始まります

　障害者差別解消法は、障害を理由とする差別の解消

を推進する基本的な事項や、行政機関及び民間事業者

における障害を理由とする差別を解消するための措置

等を定め、障害のある人もない人も共に生きる社会を

つくることをめざしています。

　この法律では、「不当な差別的取扱い」と「合理的

配慮をしないこと」が差別であるとされました。

不当な差別的取扱いとは

　正当な理由がないのに、障害があるということで

サービス等の提供の拒否・制限をすること

合理的配慮をしないこととは

　障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明

があったにもかかわらず、社会的障壁を取り除く合理

的な配慮をしないこと

※実施に伴う負担が過重となる場合を除く。

平成 28年４月から障害者差別解消法が施行されます

行政機関 民間事業者

不当な差別的取扱い 禁　止 禁　止

合理的配慮 法的義務 努力義務

問い合わせ　福祉課障害福祉係　☎ 22-7743

65 歳以上の

みなさんへ

竹原市防災情報等メール配信サービス
の登録アドレスが変わります

　現在、市から防災情報を無料で配信して

いる竹原市防災情報等メール配信サービスの

登録アドレスが次のように変更になります。

現在『http://user-entry.jalertmail

　　　.jp/takehara/index.html』

４月１日から

（日本語用）『takehara@cousmail-entry.cous.jp』

（外国語用）『takehara-e@cousmail-entry.cous.jp』

（空メールを送信後、配信希望内容を選択し登録完了）

【注意事項】

　３月 28 日までに現在のアドレスで登録されて

いる人の情報は、自動的に引き継がれますので、

再度登録する必要はありません。ただし、迷惑メー

ルの防止設定をしている人は『city.takehara.

lg.jp』を受信できるよう確認をお願いします。（設

定の解除や変更は契約先の各携帯電話会社のマ

ニュアル等によりご確認ください。）

　

介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

は
、
65
歳
以
上
の
す
べ
て
の
人
を
対
象
と

し
た
、
介
護
予
防
の
た
め
の
事
業
で
す
。

　

高
齢
者
の
み
な
さ
ん
が
、
住
み
慣
れ
た

地
域
で
暮
ら
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
一
人
ひ
と
り
の
状
態
に
合
わ
せ
た
介

護
予
防
や
生
活
支
援
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

し
ま
す
。

　

ま
た
、
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
一
部
（
介

護
予
防
訪
問
介
護
、
介
護
予
防
通
所
介
護
）

が
、
こ
の
事
業
に
移
行
し
ま
す
。

 

ど
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
が　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

 

あ
る
の
で
す
か
？

　

大
き
く
分
け
る
と
、
２
つ
の
事
業
が
あ

り
ま
す
。

　

訪
問
介
護
・
通
所
介
護
事
業
所
な
ど
に

よ
る
サ
ー
ビ
ス
、
ま
た
、
介
護
予
防
教
室

な
ど
が
利
用
で
き
ま
す
。

①
介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業

対
象
者

　

要
支
援
１
・
２
の
認
定
を
受
け
た
人
ま

た
は
、
市
が
行
う
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

に
よ
り
生
活
機
能
の
低
下
が
み
ら
れ
た
人

●
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス

　

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
に
よ
る
、
身
体
介
護

や
生
活
援
助　

な
ど

●
通
所
型
サ
ー
ビ
ス

　

通
所
介
護
事
業
所
で
の
生
活
支
援
や
、

機
能
訓
練
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン　

な
ど

※
平
成
28
年
度
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
介
護

　

予
防
訪
問
介
護
」
「
介
護
予
防
通
所
介

　

護
」
に
相
当
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し

　

ま
す
。
そ
の
他
の
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

　

は
、
平
成
29
年
度
以
降
段
階
的
に
提
供

　

で
き
る
よ
う
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

②
一
般
介
護
予
防
事
業

対
象
者　

65
歳
以
上
の
す
べ
て
の
人

●
介
護
予
防
教
室
、
運
動
教
室　

な
ど

 

利
用
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

 

い
い
の
で
す
か
？

　

市
役
所
、
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
に

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

①
介
護
予
防
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業

　

要
支
援
１
・
２
の
認
定
を
受
け
な
く
て

も
、
基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に
よ
る
確
認

で
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
等
に
ケ
ア
プ

ラ
ン
を
作
成
し
て
も
ら
い
利
用
し
ま
す
。

②
一
般
介
護
予
防
事
業

　

65
歳
以
上
の
人
は
ど
な
た
で
も
利
用
で

き
ま
す
。
利
用
者
に
あ
っ
た
教
室
な
ど
を

紹
介
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

　

福
祉
課
介
護
福
祉
係

　

☎
22-

７
７
４
３

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
22-

５
４
９
４
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　国保だより
問い合わせ

市民健康課医療年金係　　☎２２-７７３４

○
が
ん
の
10
年
生
存
率
は
？

　発
見
時
期
は
、

　
　治
療
効
果
に
影
響
す
る
！

　

現
在
、
２
人
に
１
人
は
罹
る
と
い
わ

れ
て
い
る
が
ん
は
、
医
学
の
進
歩
に
よ

り
治
る
病
気
に
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

平
成
28
年
１
月
20
日
に
、
国
立
が
ん

研
究
セ
ン
タ
ー
か
ら
、
が
ん
患
者
の
10

年
生
存
率
が
公
表
さ
れ
ま
し
た
。

　

早
期
が
ん
で
あ
る
「
ス
テ
ー
ジ
Ⅰ
」

で
発
見
さ
れ
、
適
切
な
治
療
が
行
わ
れ

る
と
10
年
生
存
率
は
高
く
、
が
ん
の
治

療
効
果
が
高
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。

○
早
期
発
見
に
は
、
国
保
人
間
ド
ッ
ク
・

が
ん
検
診
が
有
効
！

　

自
覚
症
状
の
な
い
時
期
に
が
ん
を
見

つ
け
る
に
は
、
人
間
ド
ッ
ク
や
が
ん
検

診
の
受
診
が
有
効
で
す
。

○
受
診
し
た
ら
終
わ
り
で
は
な
い
！

　

受
診
結
果
が
『
要
精
密
検
査
』
だ
っ

た
人
は
、
精
密
検
査
を
済
ま
せ
ま
し
た

か
？
せ
っ
か
く
人
間
ド
ッ
ク
や
が
ん
検

診
を
受
診
し
て
も
精
密
検
査
を
受
診
し

な
け
れ
ば
、
早
期
発
見
・
早
期
治
療
に

つ
な
が
り
ま
せ
ん
。

　

人
間
ド
ッ
ク
や
が
ん
検
診
を
受
診
後
、

そ
の
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
人
は
、
今
す

ぐ
精
密
検
査
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　

受
診
結
果
が
『
異
常
な
し
』
だ
っ
た

人
は
、
ま
ず
は
一
安
心
で
す
が
、
こ
れ

か
ら
も
毎
年
受
診
し
て
、
早
期
発
見
に

努
め
ま
し
ょ
う
。

　

た
だ
し
、
な
ん
ら
か
の
症
状
が
あ
る

場
合
は
、
検
診
を
受
け
た
か
ら
と
過
信

せ
ず
、
医
療
機
関
を
受
診
し
ま
し
ょ
う
！

○
平
成
28
年
度
の
健
康
診
査
の
お
知
ら

せ
は
？

　

広
報
た
け
は
ら
５
月
号
と
一
緒
に
配

布
す
る
予
定
で
す
。

区分 施設 規制内容 対象者 義務付け

建
物
内
等

第
１
種

学校（小学校、中学校、高等
学校、特別支援学校等）、官
公庁施設、医療施設　等

①禁煙
②喫煙所による分煙

管理者
義務
※

第
２
種

運動施設、図書館、博物館、
金融機関、大規模小売店舗、
劇場　等

①禁煙
②喫煙所による分煙
③その他の分煙

管理者
義務
※

第
３
種

飲食店、風俗営業を営む施設、
物品販売店舗、カラオケボッ
クス、ホテル、旅館　等

禁煙、分煙（分煙の内
容）、喫煙、いずれかの
状況の表示

管理者
義務
※

屋
外

第
４
種

学校、児童福祉施設、遊具の
ある公園、停留所、横断歩
道、これらの施設の付近の公
道（付近とは施設等から７ｍ
以内）

区域で喫煙しない（灰
皿周辺は除く）

利用者 努力義務

灰皿は子供の受動喫煙
防止に配慮

管理者 努力義務

受動喫煙防止対策が義務化されます！
　４月１日から、広島県がん対策推進条例の受動喫煙防止対策がス

タートします。

　飲食店等では、喫煙や分煙等の状況表示が義務化されます。

　喫煙者のみなさんは、公園や学校及びその周辺で喫煙しないことが

努力義務となります。

麻しん風しんの
予防接種は
お済みですか？

　麻しん風しん混合ワクチン

の予防接種を実施していま

す。対象者でまだ接種してい

ない人は、早めに予防接種を

受けましょう。

●定期接種の対象者

１期…１歳から２歳の誕生日

　　　の前日まで

２期…就学前の１年間

　（平成 21 年４月２日～平成

　22 年４月１日生まれの人）

※平成 28 年３月末までが無

　料接種期間です。

問い合わせ

　保健センター

　☎２２-７１５７※県民総ぐるみで取組むこととし、強制力を伴わない（罰則なし）義務

問い合わせ　広島県健康福祉局がん対策課　☎ 082-513-3063

検  索詳しくは　　広島県　なくそう受動喫煙　　で

がん部位別臨床病期別 10 年相対生存率 (1999-2002 年初回入院治療例 )

10
年
生
存
率

病期（ステージ） 出典：国立がん研究センター
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月日 場　所 時　間 地　区 月日 場　所 時　間 地　区

４
月
11
日

（月）

すみひら自動車横
元農協田万里支所

9:20 ～ 9:40
9:50 ～ 10:00

田万里

４
月
14
日

（木）

沖辺集会所
南屋商店前（平方）
中手商店前（曽井）
平原建設倉庫前
吉名出張所

「毛木踏切前交差点」横駐車場

9:00 ～ 9:20
9:30 ～ 9:50
10:00 ～ 10:20
10:30 ～ 10:50
11:00 ～ 11:30
11:40 ～ 11:50

吉　名

中山工作所（大橋）
木原宅前（赤坂）
湯坂集会所

10:10 ～ 10:30
10:40 ～ 10:50
11:00 ～ 11:10

西　野
元農協宿根出張所
大井公民館

13:30 ～ 13:40
13:50 ～ 14:10

下　野

荘野公民館 11:20 ～ 11:50
西　野
新　庄

小梨公民館 14:30 ～ 14:40 小　梨梅王館
仁賀芸陽バス車庫
仁賀生活改善センター
戸石集会所

13:20 ～ 13:30
13:40 ～ 13:50
14:00 ～ 14:10
14:20 ～ 14:30

仁　賀

４
月
12
日

（火）

大藤宅前（枌谷）
荘野出張所

9:30 ～ 9:40
9:50 ～ 10:10

新　庄

４
月
15
日

（金）

元農協ブドウ支所
湊神社（明神）
川口商店前（皆実町）
竹原西保育所前
竹原市民館前
道の駅たけはら駐車場
保健センター
三井竹原社宅入口（地蔵）
大石長寿会館前
喜多崎集会所
的場公園入口

9:00 ～ 9:30
9:40 ～ 9:50
10:00 ～ 10:10
10:20 ～ 10:30
10:40 ～ 11:00
11:10 ～ 11:30
11:40 ～ 12:00
13:10 ～ 13:30
13:40 ～ 13:50
14:00 ～ 14:10
14:20 ～ 14:30

竹　原

元柏野消防屯所
東野公民館

10:20 ～ 10:40
10:50 ～ 11:10

東　野

大王児童公園
成井浄水場前
竹原営農センター
（元農協下野支所）

11:20 ～ 11:50
13:10 ～ 13:30
13:40 ～ 14:10

下　野

４
月
13
日

（水）

元大乗撰果場
元農協大乗支所
大乗団地入口

9:00 ～ 9:20
9:30 ～ 9:50

10:00 ～ 10:20
高　崎

　●登録手数料  ３，０００円
　●狂犬病予防注射  ３，０５０円
※市役所からお届けしたハガキを注射会場に持参して
　ください。
※犬の体調に異常が認められる場合は、接種前に必　
　ず申し出てください。
　　生後３か月を過ぎた飼い犬には、生涯に１回の　
　　登録と年に１回の予防注射の接種が義務づけられ
　　ています。年に一度の市内巡回を実施します。
※予防注射は動物病院等でも受けることができます。
　（注射料金は異なる場合があります。）
※市外の動物病院等で注射を受けたときは、まちづく
　り推進課に注射済証明書を持参して、注射済票の交
　付（手数料５５０円）を受けてください。

吉迫食料品店前
協和木工社宅前

10:30 ～ 10:50
11:00 ～ 11:10

福　田

長浜会館
忠海団地公園
小丸居神社
桜町公園前
忠海公民館
黒滝ホーム入口

11:20 ～ 11:30
11:40 ～ 11:50
13:10 ～ 13:30
13:40 ～ 14:00
14:10 ～ 14:30
14:40 ～ 14:50

忠　海

狂
犬
病
と
は

　

狂
犬
病
は
、
犬
や
人
な
ど
ほ
と
ん
ど

の
哺
乳
類
に
感
染
し
、
発
症
し
た
場
合
の

致
死
率
が
ほ
ぼ
100
％
に
及
ぶ
重
大
な
感

染
症
で
す
。
こ
の
感
染
症
の
ま
ん
延
を
防

止
す
る
た
め
に
、
犬
を
飼
う
と
き
に
は
、

市
へ
の
登
録
、
年
１
回
の
狂
犬
病
予
防
注

射
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

１
９
５
８
年
以
降
は
、
日
本
国
内
で

の
発
生
は
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

検
疫
を
受
け
て
い
な
い
犬
や
ネ
コ
等
が

荷
物
に
ま
ぎ
れ
て
持
ち
こ
ま
れ
る
事
例

等
が
あ
り
、
ま
ん
延
の
危
険
性
は
除
外

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

万
が
一
、
犬
に
咬
ま
れ
た
場
合
に
は
、

速
や
か
に
病
院
で
検
診
を
受
け
た
後

に
、
市
ま
た
は
広
島
県
動
物
愛
護
セ
ン

タ
ー
（
☎
０
８
４
８-

86-

６
５
１
１
）

へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

野
犬
を
集
め
る
原
因
を　
　
　

　
　
　

作
っ
て
い
ま
せ
ん
か
？

　

野
犬
は
、
群
れ
を
な
し
、
人
に
危
害

を
加
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

次
の
点
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

○
野
犬
に
エ
サ
を
与
え
な
い
。

○
飼
い
犬
を
放
し
飼
い
に
し
な
い
。

○
指
定
日
以
外
に
生
ゴ
ミ
を
出
さ
な
い
。

○
飼
い
犬
の
エ
サ
を
放
置
し
な
い
。

飼い犬の登録と狂犬病の予防注射をしましょう！
問い合わせ

　まちづくり推進課生活環境係

　☎２２-２２７９

▼狂犬病予防注射開催日時等


